
有害自動販売機
３ない運動を推進しよう！

設置 利用 放置
させない しない しない

地域がはぐくむ 青少年
ＮＯ宣言の推進！

信州あいさつ運動実施中！！

【問合せ先】長野県子ども・若者育成支援推進本部
　　　　　　（長野県・長野県教育委員会・長野県警察本部）
　　　　　　　 ／長野県将来世代応援県民会議

　　　　　 事務局　長野県県民文化部次世代サポート課
　　　　　　　　　 TEL 026-235-7210（直通）
　　　　　　　　　 FAX 026-235-7087
　　　　　　　　　 E-mail　jisedai@pref.nagano.lg.jp

有害自動販売機とは
露骨な性描写の雑誌・ポルノコミック誌、アダルトビデ
オ、大人のおもちゃなどを販売する自動販売機です。
写真のような自動販売機が置かれてしまいます。
撤去には大変な労力を要します。

有害自動販売機の有害性
青少年の不良行為を誘発、助長し、健全育成に支障を
来たします。
地域の景観を損ないます。

有害自動販売機が置かれそうな土地
●三角地など、有効活用が出来ない土地
●道路沿いで、民家が途切れている土地
●地権者があいまいだったり、地権者が他の市町村に住んでいるような土地

有害物を販売する
自動販売機の例



この土地に、自動販売機を
置かせてください。
儲かりますから。

雑誌等です。
契約書にサインを！

心配いりませんから、
早くサインを。

土地賃貸借契約は慎重に！！

言葉巧みだぞ

【各地域振興局　総務管理課】

みんなで取り組もう 青少年健全育成

有害図書等自動販売機の設置防止・撤去に関する相談は、
市役所または町村役場、最寄りの地域振興局総務管理課へ

「 NO！ 有害自動販売機 」   「 NO！ 性被害 」   「 NO！ 有害サイト 」

慎重に対応を！
まず家族と相談！
●どんな業者かよく確認
●何を売るのかよく確認
●契約書の内容をよく確認
●交渉は家族も含めて

何の販売
をするの？

家族と相談
したいんだが

雑誌等と言うけど、
大丈夫かな

契約サインの前に
注意しましょう

その場で契約しないで！

ダメとは
っきり

言いまし
ょう

有害自動販売機の撤去にご理解・ご協力をお願いします！

  佐　久 ☎0267-63-3111 
上　　　田 ☎0268-25-7113 諏　訪 ☎0266-57-2902 上伊那 ☎0265-76-6803 
南 信 州 ☎0265-53-0402 木　曽 ☎0264-25-2213 松　本 ☎0263-40-1903 
北アルプス ☎0261-23-6502 長　野 ☎026-234-9531 北　信 ☎0269-23-0214


